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第5章 今後の進め方 

5.1 整備の基本的考え方 

この「保津川かわまちづくり計画」は、かわまちづくりの目標、整備方針、具体的な

整備内容の案などの基本的な方向性をとりまとめたものである。今後の整備にあたって

は、この計画に基づき、河川管理者である京都府とまちづくりの主体である亀岡市や地

域をはじめ様々な主体が相互に連携して、整備内容や手法及び管理運営方法も含めた実

現方策を具体的に検討し、それぞれの役割分担と協働のもとに推進していくものとする。

（取り組みの主体を以下に示す） 

なお、かわまちづくりの対象区域の中でも広大な面積を有する高水敷については、包

括占用制度を活用し、亀岡市が中心となってまちづくりとの整合を図りゾーンごとの特

性（P28）を踏まえながら、その利活用を推進していく。 

 

 

■高水敷利活用のフロー 

○治水面での
支障の有無

○河川環境
への配慮

○市による利活用
○まちづくりとの整合性
○治水面での支障の有無
○周辺景観との調和
○様々な地域ニーズと必要性
○利用の安全面への配慮

包括占用
の申請・許可

募集
協議調整
使用契約

まちづくりの様々な団体
（地域、各種団体、NPO、事業者 等々）

河川整備
による支援

利活用区域
の決定

利活用計画
の策定

協議調整
使用報告
設置申請・許可

京都府（河川管理者）

整備
・

管理
・

運営

亀岡市（まちづくりの主体）

○治水面での
支障の有無

○河川環境
への配慮

○市による利活用
○まちづくりとの整合性
○治水面での支障の有無
○周辺景観との調和
○様々な地域ニーズと必要性
○利用の安全面への配慮

包括占用
の申請・許可

募集
協議調整
使用契約

まちづくりの様々な団体
（地域、各種団体、NPO、事業者 等々）

河川整備
による支援

利活用区域
の決定

利活用計画
の策定

協議調整
使用報告
設置申請・許可

京都府（河川管理者）

整備
・

管理
・

運営

亀岡市（まちづくりの主体）

（包括占用制度の活用）

※包括占用制度 

通常の河川占用は、施設毎に設置者が河川管理者の許可を得て占用（利用）するが包

括占用は、市町村が河川管理者と協議して利用する区域を定め占用し、その後、市町

村はまちづくりに沿って具体的な利用方法を決定していくもので、市町村が地先の河

川を主体的に判断して進めていくための制度。 
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